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４月 地域子育て支援センター
お子さんの健やかな成長を願い、無料で
施設を開放して育児支援を行っています。

  7日㈫　はじめまして、よろしくね
14日㈫　園庭開放
21日㈫　助産師による育児相談・身体計測
28日㈫　お誕生会

にこにこひろば� ☎42−0720

今津こどもセンター� 平日  8:30〜12:00
  14:00〜15:30

※４月７日㈫から開所します。
※すまいるひろば（宝田こどもセンター）
は４月13日㈪から開所予定です。

  7日㈫　みんなで遊ぼう
14日㈫　楽器で遊ぼう
16日㈭　おはなしたんぽぽさんによる読み

聞かせ
21日㈫　防災公園へお散歩
23日㈭　子育て講座
28日㈫　お誕生会

ふれあいひろば� ☎28−1725

橘こどもセンター　  平日  9:00〜14:00

14日㈫　はじめまして。こんにちは。
21日㈫　お話会ひまわりさんによる読み聞

かせ
28日㈫　お誕生会

すまいるひろば� ☎22−8099

宝田こどもセンター　 平日  9:00〜14:00

  7日㈫　はじめましてよろしくね
14日㈫　こいのぼり作り
21日㈫　身体計測
28日㈫　お誕生会
※行事は10:00～始まります。

ひだまりひろば� ☎36−2241

新野こどもセンター　 平日  9:00〜14:00

  7日㈫　はじめましての会（10:30～）
14日㈫　助産師による子育て講座

（10:30～）
21日㈫　作って遊ぼう（10:30～）
28日㈫　お誕生会・こどもの日の集い

（10:00～）
※毎日、砂場を開放しています。

なかよしひろば� ☎21−2002

平島こどもセンター  平日  9:00〜14:00

  7日㈫　一緒に遊ぼう
14日㈫　おはなしを聞こう
21日㈫　こいのぼりを作ろう
28日㈫　お誕生会
※毎週木曜日に園庭開放をしています。
（10:45～11:30）

みんなのひろば� ☎44−5059

岩脇こどもセンター� 平日 9:00〜14:00

子育て相談や子どもと保護者間の交流の場
です。ぜひお越しください。
日程　9:30～11:30
　　　  8日㈬　桑野公民館
　　　15日㈬　加茂谷公民館
　　　22日㈬　福井公民館
※ひまわり会館すこやかルームは
７日㈫、10日㈮、17日㈮、21日㈫、
24日㈮、28日㈫

問 こども課（☎22－1593）へ

つどいの広場・すくすくin阿南

募集内容　阿南中学校、椿町中学校、新野
中学校（伊島中学校合同）で実施する「赤
ちゃん授業」に参加していただける「赤ち
ゃんと保護者」および「ボランティアスタ
ッフ」を募集します。
募集対象　生後１～７カ月の赤ちゃんと保
護者で、春・秋１回ずつ参加できる方およ
び子育て支援や学校教育にご協力いただけ
る方
募集人員　「赤ちゃんと保護者」約75組、

「ボランティアスタッフ」約75人

問 阿南市赤ちゃん授業実行委員会
（☎090－7144－1183）または
学校教育課（☎22－3390）へ

赤ちゃん授業参加者募集

●ファミリー・サポート・センター会員にな
りませんか
子育てをお手伝いしてほしい、経験を生か
して子育てのお手伝いをしたい、子どもが
大好き！阿南ファミリー・サポート・セン
ターはそんな皆さんと地域の子育てを応援
します。
●ファミリー・サポート・センター事業とは
育児をお願いしたい会員に対して、育児を
応援したい会員を紹介し、代わりにお迎え
や託児をしてもらうなど、地域における子
育てをする環境づくりを支援している阿南
市委託事業です。
●会員になるには
依頼会員　０歳から小学６年生までの子ど

もを預かってほしい阿南市に住
所、職場がある方

提供会員　保育に熱意があり、阿南市在住
の方。無料講習があります。（必
須）

両方会員　預けたり預かったりの両方を兼
ねてできる方

※会員登録は無料です。写真2枚と印鑑を
お持ちの上、阿南ファミリー・サポート・
センターへお越しください。

※在宅育児応援クーポン対象事業です。

問 阿南ファミリー・サポート・センター
（☎24－5550）へ

阿南ファミリー・サポート・センター

主に18歳未満の児童を対象に心身の発達
に関すること、家庭での教育問題、学校生
活での心配事、児童虐待に関することなど
の相談専用電話を開設しています。
直通電話　☎22－0765
受付日時　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　9:00～16:00　

問 こども相談室（☎22－1677）へ

家庭児童相談、児童虐待相談

父母の離婚等により父または母と生計を同
じくしていない児童が育成される家庭の生
活の安定と自立の促進に寄与し、当該児童
の福祉の増進を図ることを目的として支給
される手当です。
支給対象者　18歳に達する日以後の最初
の３月31日までの間にある手当の支給要
件に該当する児童を監護している母、児童
を監護し、かつ、生計を同じくしている父、
または父母に代わって児童を養育している
方
手当月額（令和２年４月改定）　　　
▶児童１人の場合の全部支給額43,160円
▶児童２人以上の場合
（第２子加算額）10,190円
（第３子以降加算額）6,110円
※支給対象者等の所得により手当月額の一
部または全部が停止されます。
手当を受けるには　認定請求書の提出が必
要です。必要な添付書類については事前に
お問い合わせください。

問 こども相談室（☎22－1677）へ

児童扶養手当制度について

  1日㈬～３日㈮　休園
  6日㈪　開園
13日㈪　発育計測
15日㈬　お誕生会
17日㈮　こいのぼり製作
20日㈪　発育計測
23日㈭　ファミサポ出張登録会13:30～
※行事によっては有料・申込制となります
ので、くわしくはお問い合わせください。

【移転のおしらせ】　おひさまひろばは、令
和２年４月６日㈪から旧羽ノ浦こばと保育
所（羽ノ浦町明見295番地１）へ移転・開
園します。

問 阿南市子育て家庭支援センター
　 （☎44－2205）へ

おひさまひろば�平日9:00～16:00

て ひ ろば育子


